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感謝！

医師をはじめ、医療従事者の多くの方々に



新型コロナウイルス（COVID-19)

患者を守ろう！
医療従事者を守ろう！
医療を崩壊させない！
国に求めましょう！

⓵

⬆

医療は、大災害時での防災対策までが
究極的な使命である。
今、まさに医療崩壊の危機を迎えよう
としている。
　医療における危機管理のあり方は、
医科学者を交えた議論と判断を元に
平時から対策をシュミレーションし
ておくべきことだ。

緊急時の医療体制⓶

⬆

   　わたしたちは、狭い国内の医療のことだけを考えていればいいと、
しかしそういうことだけではパンデミックは解決しないと知らされました。
さまざまな国際情勢と共にウイルスも世界と繋がり影響しあっています。
　　    　そういう課題を共有し、まずは命を支える自国の医療に
　　　   “人権” を柱とした医療制度の必要性を一層痛感しました。

医療制度のあり方、
既成観念の檻から
解かれましょう！



医療の主体

➶

---
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---

×
本質的な

問題に

軌道修正
が必要。

気づかな
ければ

未来が封
じられる

。

新型コロナのパンデミック化  は、
アクセル踏みっぱなしの生活、自然を侮った
人類の傲慢な生き方への警告とも言える。

いまや非常事態が日常になって、
これまでの生活志向や社会のしく
みには、生命や健康を脅かす要因
ともなったと気づき、軌道修正を迫
られています。
いのちと健康を守る医療のあり方も、その土台
から本気で見直さなければ、信頼出来る医療は
築けません。患者が医療の主体であることを医
療基本法の中心に据えることからはじまります。
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期限を定めた測定可能な 17の目標
目標 3：すべての人に健康と福祉を

国連加盟国は、2015 年 9月 25 日の総会決議 A/RES/70/1 に
より、持続可能な開発目標（SDGs）を採択した。

2015 年 9月採択、2030 年まで

持続可能な開発目標

SDGs
健康も福祉も
貧困問題をは
じめ社会的要
因と深く相互
に影響しあっ
ている。この
グローバル・
ゴールの目標
に向けた具体
的な行動が必
要です。

⤵

グローバル・
          ゴールズ

➴
この決議のねらいは、あらゆる形態の貧困
に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動
に対処しながら、誰一人取り残されないよ
うにするため、2030 年までにこれら 17の
目標を達成することにある。

⤵



医療        の目的を明確に！
実行される裏付を！
医療基本法   で

制度

40 団体連名で

11月 16日 2020議員連盟に提出

患者の権利法をつくる会  常任世話人 / 小沢木理
患者なっとくの会 INCA  代表



５団体による

最低限
これだけは欠かせない
必須項目

医療基本法に

⬆

２０１６年４月



医療保険事業運営者             って
いまさらなんだ？

            って
いまさらなんだ？ 患者主体の医療本位

※病者・患者・被験者など医療を必要とする者の利益が優先して守られる医療
★



医療の主体は？

患者？

医療保険事業運営者（ ）？
医療施設経営者？
医療従事者？
製薬企業？
国？ あるいは？

ところで、

それぞれの立場の人は、“自分たちも当事者” だと思っている？　いない？

どう考えてみても



➘
➘

医療を受けるための行動を起こす

患者
➘

⬆

  ・
受
け
身
的
存
在

・
行
為
が
向
け
ら
れ
る

　
対
象
的
存
在

医療の対象

「動作の主体」⇔  ➘
---
---
---
客体

これまでの
意識の傾向

医療を受ける選択をする

医
療
従
事
者
な
ど



➶
患者
➘

➘

客体

---
---
---

➘

「意思決定の 主体」　
本来の姿

本来の姿

医療を受けるという➘



➶
---
---
---本来の姿

患者
➘

医療従事者

「意思決定の 主体」　
医療を受けるという動作の主体

⇋

対立関係ではない

⤴

そもそも

医療的サポート

重要なパートナー



医療の主体が
曖昧になると
医療保険事業運営者（ ）？
医療施設経営者？
医療従事者？
製薬企業？
国？ あるいは？

これまでの
歴史を見ても

患者への人権侵害が
行われやすくなる



➢

---
---
---

➘

　鎮痛・催眠剤サリドマイド（胃腸薬にも）、
　整腸剤キノホルムのスモン病、薬害エイズ、
　薬害ヤコブ、薬害肝炎、抗ガン剤イレッサ、

いくつもの大きな 教訓？

➶ これらの教訓を「医療基本法」の土台に！

過去から学ぶ がある

   　●おびただしい薬害の歴史
●人権侵害の歴史

➢

他者の利益や都合で医学でも科学でもない行為をされ、人生を台無しにされた。

・国主導の管理政策、
・製薬企業優遇の医療…

本
位➶×

患者本位の医療

➶

●                            　        ●◎ ・旧優生保護法のもとで昭和 40 年代に不妊手術を強制
するも、加害者の国は、除斥期間を理由に責任消滅？

・ハンセン病者の隔離政策、「無癩県運動」の浄化政策、偏見
差別助長に加担。・精神医療の治外法権的医療。・性的搾取

は患者 管理・支配・操作の対象
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×
患者が泣くことがない医療、
患者がなっとくできる医療、
それではじめて “信頼” が築かれる。
 
人権に根ざした医療は誰にとっても共通の目標です。

　患者が単なる施術の対象という扱いだとしたら、
患者が主体でないとしたら、数々の人権侵害が繰り
返されるでしょう。
　患者の人権を守ることが、医師はじめ医療従事者
やそのほかの医療関係者であるステークホルダーに
とっての責務であると同時に、だれもの人権が守ら
れることに繋がります。同じ目標に向って、ともに！

“信頼”

患者主体・本位の医療とは



➷医療政策形成過程への参画権★

情報

参加権

人権擁護

日常の医療は当然

目 的

主体者　  の自己決定   に
必要な条件

患者
権



➷
主体者　  の自己決定   に
必要な条件 権

患者

◉医療機関や医師、治療法などの選択に必要充分な情報
◉自己情報コントロール権（診療記録の開示請求権の周知徹底）
◉臨床時、インフォームドコンセントの周知と徹底
◉セカンドオピニオン制度の周知

◉苦情や疑問に対し、たらい回しにされない、
　実質的に解決に向けて機能する  相談窓口の設置

◉不当な拘束や虐待を受けさせない保障
◉臨床試験における被験者を保護するための公的制度
◉医療被害の救済を受ける権利
◉苦情の解決を求める権利（第三者機関の設置）

   「個人情報保護法」
によって開示義務ある



「医療基本法」にしっかり明示すべき目的や理念

日本国憲法
　　　　　　第 13条   前段で個人の尊厳を保障、後段で幸福追求権を最大限尊重。
　　　　　　　第 14条  すべて国民は、法の下に平等であって、差別されない。
　　　　　　　第 25条  健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

医療は、人々の幸福追求権と生存権の実現に必要不可欠なものであり、
医療制度は、これらの基本的人権を擁護するためにある。

➷
1946 年 10 月成立。

WHO憲章 1948年 4月設立。日本は 1951 年 5月に加盟

各国政府には自国民の健康に対する責任があり、その責任を果たす
ためには、十分な健康対策と社会的施策を行わなければならないと
　　　　　　　　　　　　している。

　「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を
　　　　　　　　　　目的に掲げている。

目的 理念日本国憲法やWHO（世界保健機関）憲章が基盤
➷



患者主体の医療
医療保険事業運営者

            って
いまさらなんだ？ 本位

実行性のある
ものに➤

　　曖昧にされてきたこと
　　　あたりまえのことを          
    明確に                      「医療基本法」
に位置付け、　　　  

していく必要があります。
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	パネル_02
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	パネル_18

